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及
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別
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規
定
に
基
づ
き
物
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を
定
め
る
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令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
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の
よ
う
に
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め
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第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
号
ロ
（
四
）
中
「
充
て
ん
物
」
を
「
充
填
物
」
に
改
め
、
同
条
第
三
十
一
号
中
「
組
立
に
」
を
「
組
立

て
に
」
に
改
め
、
同
条
第
四
十
五
号
中
「
間
げ
き
」
を
「
間
隙
」
に
改
め
、
同
条
第
五
十
三
号
及
び
第
五
十
四
号
中
「

遮
へ
い
す
る
」
を
「
遮
蔽
す
る
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
第
五
号
中
「
充
て
ん
用
」
を
「
充
填
用
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
四
号
ロ
（
二
）
中
「
熱
遮
へ
い
体
」
を
「
熱
遮
蔽
体
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
レ
中
「
ト
リ
ス
―
一
―
（

二
―
メ
チ
ル
）
ア
ジ
リ
ジ
ニ
ル
ホ
ス
フ
ィ
ン
オ
キ
シ
ド
」
の
下
に
「
（
別
名
Ｍ
Ａ
Ｐ
Ｏ
）
」
を
加
え
る
。

第
六
条
第
十
二
号
イ
（
六
）
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ビ
ス
（
二
―
メ
チ
ル
ア
ジ
リ
ジ
ニ
ル
）
二
―
（
二
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
プ
ロ
パ
ノ
キ
シ
）
プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ
ノ

20
ホ
ス
フ
ィ
ン
オ
キ
シ
ド
（
別
名
Ｂ
Ｏ
Ｂ
Ｂ
Ａ
８
）
及
び
そ
の
他
の
Ｍ
Ａ
Ｐ
Ｏ
誘
導
体

第
六
条
第
二
十
号
中
「
附
属
品
（
」
の
下
に
「
い
ず
れ
も
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
七
条

検
査
法
施
行
令
別
表
六
の
項
（
二
）
及
び
（
二
十
二
）
の
外
務
省
令
・
財
務
省
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

検
査
法
施
行
令
別
表
の
六
の
項
（
二
）
に
定
め
る
も
の

ま
ぐ
ろ

二

検
査
法
施
行
令
別
表
の
六
の
項
（
二
十
二
）
に
定
め
る
も
の

放
送
用
の
も
の

附

則
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こ
の
省
令
は
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
八
百
七
十
四
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
貨
物
検
査

等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
百
六
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か

ら
施
行
す
る
。


